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1

　参加資格は、秋田市内に本社を有する者の「単
独」又は「JV」としているが、協力事務所も秋田市
内に本社を有する者に限定されるか。

　協力事務所は、「秋田市に本社を有する者」
との限定はしておりません。
　
　また、協力事務所としてのみ本件に関わる場
合は、複数の参加表明者の協力事務所になる
ことは可能です。

7月16日

2

　平成１６年４月以降における同種・類似施設整備
に係る設計業務の実績として、コミュニティセンター
は「文化・交流施設」に該当するか。

　「文化・交流施設」とは、要領に例示した施設
だけでなく、公共施設・民間施設を問わず、公
民館・コミュニティセンターなど地域において市
民交流に活用されている施設も該当すると想
定しております。

　なお、参加表明書添付の設計コンセプトを説
明する資料により、事務局で判断することとな
ります。

7月16日
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